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報告第５号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２７年１０月１６日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第６号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年倉吉市条例第39号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後

部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 

 改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

（他の法令による給付との調整） （他の法令による給付との調整） 

第５条 年金たる補償の額は、当該補償の事由とな

った障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる

年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当

分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例

の規定（第13条の２を除く。）による年金たる補

償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律によ

る年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗

じて得た額（その額が当該年金たる補償の年額か

ら当該補償の事由となった障害又は死亡について

支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る

場合には、当該残額）とし、これらの額に50円未

満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以

上100円未満の端数があるときは、これを100円に

切り上げるものとする。 

第５条 年金たる補償の額は、当該補償の事由とな

った障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる

年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当

分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例

の規定（第13条の２を除く。）による年金たる補

償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律によ

る年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗

じて得た額（その額が当該年金たる補償の年額か

ら当該補償の事由となった障害又は死亡について

支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の額の合計額）を控除した残額を下回

る場合には、当該残額）とし、これらの額に50円

未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円

以上100円未満の端数があるときは、これを100円

に切り上げるものとする。 

 傷 病 補

償年金 

略  傷 病 補

償年金

略 

 障害基礎年金（当該補償の事由

となった障害について障害厚生

年金が支給される場合を除く。）

0.88  障害基礎年金（当該補償の事由

となった障害について国家公務

員等共済組合法（昭和33年法律

第128号）若しくは地方公務員等

共済組合法（昭和37年法律第152

号）の規定による障害共済年金

（以下単に「障害共済年金」と

いう。）又は障害厚生年金が支

給される場合を除く。） 

0.88

 障 害 補

償年金 

略  障 害 補

償年金

略 

 障害基礎年金（当該補償の事由

となった障害について障害厚生

年金が支給される場合を除く。）

0.88  障害基礎年金（当該補償の事由

となった障害について障害共済

年金又は障害厚生年金が支給さ

れる場合を除く。） 

0.88

 遺 族 補

償年金 

略  遺 族 補

償年金

略 

 遺族基礎年金（当該補償の事由

となった死亡について遺族厚生

年金が支給される場合を除く。）

又は国民年金法の規定による寡

婦年金 

0.88  遺族基礎年金（当該補償の事由

となった死亡について国家公務

員等共済組合法若しくは地方公

務員等共済組合法の規定による

遺族共済年金又は遺族厚生年金

0.88
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が支給される場合を除く。）又

は国民年金法の規定による寡婦

年金 

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の

左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給され

る場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定による休業補償の額に、同

表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類

に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（そ

の額がこの条例の規定による休業補償の額から同

一の事由について支給される当該年金たる給付の

額の合計額を365で除して得た額を控除した残額

を下回る場合には、当該残額）とする。 

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の

左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給され

る場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定による休業補償の額に、同

表の右欄に掲げる法律による年金たる給付の種類

に応じ同表の左欄に掲げる率を乗じて得た額（そ

の額がこの条例の規定による休業補償の額から同

一の事由について支給される当該年金たる給付の

額の合計額を365で除して得た額を控除した残額

を下回る場合には、当該残額）とする。 

 略  略 

 障害基礎年金（当該補償の事由となった

障害について障害厚生年金が支給される

場合を除く。） 

0.88  障害基礎年金（当該補償の事由となった

障害について障害共済年金又は障害厚生

年金が支給される場合を除く。） 

0.88

  

 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成27年10月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第５条の

規定の適用については、当分の間、同条第１項の表傷病補償年金の項中「障害について障害厚生年金」

とあるのは「障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律（平成24年法律第63号）附則第４条第３号に規定する改正前国共済法若しくは同条第６号に規定す

る改正前地共済法の規定による障害共済年金（以下単に「障害共済年金」という。）又は障害厚生年金」

と、同表障害補償年金の項中「障害について障害厚生年金」とあるのは「障害について障害共済年金又

は障害厚生年金」と、同表遺族補償年金の項中「死亡について遺族厚生年金」とあるのは「死亡につい

て被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第４条第３号に

規定する改正前国共済法若しくは同条第６号に規定する改正前地共済法の規定による遺族共済年金又は

遺族厚生年金」と、同条第２項の表中「障害について障害厚生年金」とあるのは「障害について障害共

済年金又は障害厚生年金」とする。 

３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63

号）附則第41条第１項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は同法附則第

65条第１項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係るこの条例による改正

後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第５条の規定の適用については、

同条第１項の表傷病補償年金の項及び障害補償年金の項中「障害について障害厚生年金」とあるのは「障

害について障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成24年法律第63号）附則第41条第１項の規定による障害共済年金若しくは同法附則第65条第

１項の規定による障害共済年金」と、同表遺族補償年金の項中「死亡について遺族厚生年金」とあるの

は「死亡について遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律附則第41条第１項の規定による遺族共済年金若しくは同法附則第65条第１項の規定による

遺族共済年金」とする。 
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報告第６号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２７年１０月１６日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第７号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、倉吉市消防団員等公務災

害補償条例の一部改正について、次のとおり専決処分する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市消防団員等公務災害補償条例（昭和43年倉吉市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

（他の法律による給付との調整） （他の法律による給付との調整） 

第７条 略 第７条 略 

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該損害補償の事由となった障害又は死亡につい

て次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類

に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除

く。）には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定（第19条の２を除く。）に

よる年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げ

る当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄

に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表

の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該

年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由と

なった障害又は死亡について支給される同表の中

欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控

除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給

し、その額に50円未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、50円以上100円未満の端数があると

きは、これを100円に切り上げる。 

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該損害補償の事由となった障害又は死亡につい

て次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類

に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除

く。）には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定（第19条の２を除く。）に

よる年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げ

る当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄

に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表

の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該

年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由と

なった障害又は死亡について支給される同表の中

欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控

除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給

し、その額に50円未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、50円以上100円未満の端数があると

きは、これを100円に切り上げる。 

  

傷 病 補

償年金 

略  

国民年金法の規定による障害基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった障害により障害厚生年金

が支給される場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.88

傷病補

償年金

略  

国民年金法の規定による障害基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった障害により国家公務員共

済組合法（昭和33年法律第128

号）、地方公務員等共済組合法

（昭和37年法律第152号）、私

立学校教職員共済法（昭和28年

法律第245号）又は厚生年金保

険制度及び農林漁業団体職員共

済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等

を廃止する等の法律（平成13年

法律第101号）附則第２条第１

項第２号に規定する旧農林共済

法（以下この条において「国家

公務員共済組合法等」とい

う。）の規定による障害共済年

金が支給される場合を除く。）

0.88
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障 害 補

償年金 

略  

国民年金法の規定による障害基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった障害により障害厚生年金

が支給される場合を除く。） 

 

 

0.88

遺 族 補

償年金 

略  

国民年金法の規定による遺族基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった死亡により遺族厚生年金

が支給される場合を除く。）又

は国民年金法の規定による寡婦

年金 

 

0.88

 

障害補

償年金

略  

国民年金法の規定による障害基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった障害により国家公務員共

済組合法等の規定による障害共

済年金が支給される場合を除

く。） 

0.88

遺族補

償年金

略  

国民年金法の規定による遺族基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった死亡により国家公務員共

済組合法等の規定による遺族共

済年金が支給される場合を除

く。）又は国民年金法の規定に

よる寡婦年金 

0.88

３～７ 略 ３～７ 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年10月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の倉吉市消防団員等公務災害補償条例附則第７条の規定の適用については、当

分の間、同条第２項の表傷病補償年金の項中「障害により障害厚生年金」とあるのは「障害により被用

者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号）附

則第４条第３号に規定する改正前国共済法、同条第６号に規定する改正前地共済法、同条第９号に規定

する改正前私学共済法若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため

の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第101号）附則第２条第１項第２

号に規定する旧農林共済法の規定による障害共済年金（以下単に「障害共済年金」という。）又は障害

厚生年金」と、同表障害補償年金の項中「障害により障害厚生年金」とあるのは「障害により障害共済

年金又は障害厚生年金」と、同表遺族補償年金の項中「死亡により遺族厚生年金」とあるのは「死亡に

より被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第４条第３号

に規定する改正前国共済法、同条第６号に規定する改正前地共済法、同条第９号に規定する改正前私学

共済法若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体

職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第101号）附則第２条第１項第２号に規定する旧

農林共済法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生年金」とする。 

３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63

号）附則第41条第１項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は同法附則第

65条第１項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係るこの条例による改正

後の倉吉市消防団員等公務災害補償条例附則第７条の規定の適用については、同条第２項の表傷病補償

年金の項及び障害補償年金の項中「障害により障害厚生年金」とあるのは「障害により障害厚生年金又

は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63

号）附則第41条第１項の規定による障害共済年金若しくは同法附則第65条第１項の規定による障害共済

年金」と、同表遺族補償年金の項中「死亡により遺族厚生年金」とあるのは「死亡により遺族厚生年金

又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第41条第１項

の規定による遺族共済年金若しくは同法附則第65条第１項の規定による遺族共済年金」とする。 
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議案第７８号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

次のとおり法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定することについて、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第４０条第２項及び倉吉市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年倉吉

市条例第４３号）第６条の規定により適用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２７年１０月１６日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 損害賠償額  ９７０，０００円 

２ 相手方    県外 個人 

３ 事件の内容 

(１)  裁判所    鳥取地方裁判所倉吉支部 

(２)  事件名    平成２６年（ワ）第１５号 損害賠償等請求事件 

(３)  事件の内容   倉吉市は、昭和５３年から米田町配水池の建設及び施設管理を行うため、

相手方所有の土地の一部を無断で使用していた。このことについて、相手方

は損害賠償等請求を平成２５年９月１７日名古屋地方裁判所へ提訴した。そ

の後、平成２６年２月２８日鳥取地方裁判所倉吉支部に移送された。 

４ 処理方法   裁判所による和解 
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